
別紙 

委託契約条 項 

（総則）        

第１条 乙は、この契約の定めるところにより、頭書の委託業務を誠実に履行し、甲は、乙に

対する債務を履行しなければならない。 

２ 仕様書又は設計要項に明記されない仕様があるときは、甲・乙協議して定める。  

（権利の譲渡等の制限）  

第２条 乙は、この契約に係る権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならな

い。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得たときは、この限りでない。 

（再委託の制限） 

第３条 乙は、義務を第三者に再委託してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承

諾を得たときは、この限りでない。 

(特許権等の使用）        

第４条 委託業務について、特許権その他、第三者の権利の対象となっている方法等を使用す

るときは、乙はその使用に関する一切の責任を負わなければならない。 

（実施調査等）        

第５条 甲は、必要があると認めるときは、業務の実施について随時実施に調査し、乙に対し

て所要の報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な指示をすることができる。 

（業務内容の変更等）        

第６条 甲は必要がある場合には、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止するこ

とができる。この場合において、契約金額及び履行期限を変更する必要がある時は、甲・乙

協議して定める。        

２ 乙は委託業務について仕様書又は設計事項の不備、不測の支障、その他正当な理由がある

場合は、甲に対し委託業務の内容の変更を請求することができる。この場合において契約事

項を変更する必要があるときは、甲・乙協議して定める。 

（履行期限の延長）        

第７条 乙は、乙の責に帰することの出来ない正当な理由により、履行期限内に委託業務を完

了することができない時は、あらかじめ甲に対してその理由を明示して期限の延長を求める

ことができる。この場合の延長日数は、甲・乙協議して定める。 

（損害の負担）        

第８条 業務の実施について生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む）は、乙の負担とする。

ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき理由による場合は、甲の負担とする。 



（履行遅滞による損害）        

第９条 甲は、乙の責めに帰する理由により履行期限内に委託業務を完了することができない

場合において、期限後に完了する見込みがあると認めるときには、乙から違約金（遅滞日数

１日につき、契約金額の千分の一の額と する）を徴して、期限を延長することができる。 

２ 甲の責に帰する理由により、第１１条の定めによる契約金額の支払いが遅れたときは、乙

は甲に対して、政府契約の支払遅延防止等に関する法律の率による遅延利息を請求すること

ができる。        

（検査及び引渡し）        

第１０条 乙は委託業務を完了したときは、履行届又は設計図書納入審査経過調書を甲に提出

し、この契約に定めた目的物（以下「成果品」という。）について 甲の検査を受けなければ

ならない。 

２ 甲は前項の届出書を受理したときは、届出書受理の日から起算して１０日以内に検査しな

ければならない。        

３ 前項の検査の結果不合格となり、甲から期限を指定して補正を命ぜられたときは、乙は自

己の負担でその指定期限内に補正して、甲の検査を受けなければならない。この場合におけ

る甲の検査については前２項の定めに準ずる。 

４ 甲の検査に合格したときは、乙は成果品を甲に引渡すものとする。 

（契約金の支払）        

第１１条 乙は前条の定めによる検査に合格したときは、甲に対し契約金の支払を請求する。 

２ 甲は前項の定めにより、乙から適正な請求書を受理したときは、その日から起算して３０

日以内に支払わなければならない。 

３ 甲が乙の申し出により前金払をすることが適当と認めたときは、乙は契約金額の十分の三

以内の金額（１０万円単位とし、１０万円未満は切り捨てる。）を請求することができる。 

４ 甲は前項の定めにより、乙から適正な請求書を受理したときは、その日から起算して３０

日以内に支払うものとする。 

（解除権等）        

第１２条 甲は乙の責に帰する理由により、履行期限内に委託業務を完了する見込がないと認

められる場合、若しくは乙がこの契約に違反したとき及びその他の理由により、契約の目的

を達することができないと認められる場合、又は乙が契約の解除を申し出たときには、契約

を解除することができる。 

２ 甲は前項の定めにより契約を解除し、これによって損害を受けた場合は契約金額の百分の

十以上の額を違約金として乙から徴収することができる。 



３ 甲は委託業務が完了しない間は、第１項の定めによるほか必要がある場合には、契約を解

除することができる。       

４ 前項の契約解除により乙に損害を及ぼしたときは、甲はこれを賠償しなければならない。

この場合の賠償額は、甲・乙協議して定めるものとする。 

５ 甲が第１項又は第３項の定めにより契約を解除した場合に、一部完成した成果品で甲の検

査に合格したものがあるときは、当該成果品を甲の所有とすることができる。この場合、甲

は当該成果品に対する契約金の相当額を乙に支払わなければならない。 

（秘密の保持）        

第１３条 乙は、委託業務の実施により知り得た秘密を第三者に洩らしてはならない。 

（契約外の事項）        

第１４条 この契約に定めのない事項、及びこの契約について疑義を生じたときは、甲・乙協

議して定める。 

（個人情報の保護） 

第１５条 乙は、この契約による事務を処理するための個人情報については、加茂市個人情報

の保護に関する法律施行条例に定めるもののほか、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守す

るものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記１ 

 

個人情報取扱特記事項 

 

 （基本的事項） 

１ 乙は、個人情報（個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得る

ものをいう。以下同じ。）の保護の重要牲を認識し、この契約による業務を実施するに当たっ

ては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければなら

ない。 

 （秘密の保持） 

２ 乙は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を当該個人の了解を得ず他

に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 （収集の制限） 

３ 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を達

成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 

 （適正管理） 

４ 乙は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報の漏えい、滅失及びき損の

防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

 （利用及び提供の制限） 

５ 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による業務に関して知ることのできた個人情

報を契約の目的以外の目的に利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。 

 （複写又は複製の禁止） 

６ 乙は、この契約による業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資

料等を甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 

 （再委託の禁止） 

７ 乙は、この契約による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、甲が承諾

した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。 

 （資料等の返還等） 

８ 乙は、この契約による業務を処理するために甲から引き渡され、又は乙自らが収集し、若

しくは作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡

すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 

 （従事者への周知） 

９ 乙は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、その

業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこと、又は契約の目的以

外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関し必要な事項を周知するもの

とする。 

 



 （実地調査） 

10 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による業務の執行に当たり取り扱ってい

る個人情報の状況について随時実地に調査することができる。 

 （事故報告） 

11 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速

やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。 


